
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和２年１２月１日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ＬＥＤ照明器具連結アダプター 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は、ＬＥＤ照明器具をすきまなく連結して施設する際に、それぞれの照

明器具を電気的に接続するアダプターである。連結して施設するために、ＬＥＤ

照明器具は両端に接続器（刃形状）を有しており、どちら側からも給電及び電力

の送りができる構造となっている。 

 
 
 
○構造、仕様、意匠 

ＬＥＤ照明器具の端子は両端とも同一の刃形状、アダプターは両端とも同一の

刃受けの構造である。 

ＬＥＤ照明器具側の端子が両方露出すると充電部露出となることから、販売時

点では片側が工具を使用しないと取り外せないカバーで覆われている。取扱説明

書又は施工説明書に従って、施設場所にてカバーを工具で取り外し、本アダプタ

ーを用いて施工する。 

 

定格：ＡＣ１００Ｖ 

 
○主な使用者、販売先 

一般消費者、電気工事者 
 
 
 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
特定電気用品のうち、配線器具の「その他の差込み接続器」として取り扱う。 

 

 

 

（理由） 

本アダプターは、両端ともに刃受けの構造の接続器であり、「器具用差込みプラ

グ」、「アダプター」などの機能を有していないことから、それら以外の「その他の

差込み接続器」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 
 
 
 
 
 

 


